
別紙 1 

 

 

別紙 2 

 

鳥取県 
１.児童相談所の管轄区域 

 

 

２.子ども家庭総合支援拠点の設置状況 

設置済み（2019 年 3 月現在） 鳥取市、米子市、琴浦町 

今後の設置予定 倉吉市、江府町 

設置を検討中 境港市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、

湯梨浜町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆

町、日南町、日野町 
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鳥取県鳥取市ヒアリング調査報告 

ヒアリング実施日：平成 30 年 11 月 6 日 

 

１ 自治体の概要 

①県内地図（県内の市等の位置） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②面積：765.31 平方キロメートル 

③人口：188,369 人（平成 30 年 12 月 1 日現在） 

④児童数：30,336 人（平成 30 年 12 月 31 日現在） 

⑤類型（小規模等）：中規模 

 

２ 自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け） 

 

３ 支援拠点としての説明（特徴・機能） 

（1）特徴 

ア 児童虐待に係る相談件数等の推移（3年分）   

  

相談件数 

内 虐待と 

して対応 

     虐待として対応した件数の内訳 

身体的 心理的  性的 ネグレクト 

平成２７年度  ２５５   ４   ３   １   ０   ０ 

平成２８年度 ２４９   ０   ０   ０   ０   ０ 

平成２９年度  ２４９   ８   ０    ２   ０   ６ 

＊平成２８年度は新規受け付けケースで虐待として対応した事例は０であった。  

＊平成２９年度は多子世帯（４人きょうだい）１家庭あり。 

 

イ 児童虐待対応として工夫している事項 

拠点としての 4業務（①実情の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機関と

の連携）遂行上の特徴 

【鳥取市の特徴】 

○子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の一体的支援 

１）特定妊婦を含めたフォロー妊婦の把握と支援が妊娠早期から可能。支援が必要な妊婦は、新生児

訪問指導とこんにちは赤ちゃん訪問を子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の

職員が２人で家庭訪問を行っている。 

２）新生児訪問指導を辞退又は拒否する家庭には、乳児一般健康診査受診票（３～４か月）を持参す

るという名目で必ず児童の確認をするようにしている。 

３）鳥取市は、６か月児健康診査・１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査は集団健診を行っており、

子ども家庭総合支援拠点の支援員が健診のスタッフとなり参加しており、不適切な養育や虐待項目

に○がついている子どもには地区担当保健師と共同で相談支援を行っている。 

４）乳幼児集団健診の未受診者で地区担当保健師が状況把握できないときは、要対協と共同で児童の

状況確認を行っている。 

５）妊婦と３歳児までの転入者は、子育て世代包括支援センターに手続きに来るようになっており、

フォローが必要な妊婦と養育が心配な保護者の情報が子ども家庭総合支援拠点に入るようになっ

ている。事前に他市町村の要対協から情報提供がある場合もあるが、ない場合は、元の自治体に確

認を取り情報提供を受け支援を行っている。 

〇鳥取県東部の産科医療機関（７箇所）と助産所（２箇所）との情報連絡体制の確立 

連絡体制が整っており、タイムリーな情報が入るとともに行政からの情報提供依頼もスムーズで

実情の把握が可能となっている。 

〇鳥取県は児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム、里親等の社会的養護と児童家庭支援センター等

との連携が充実している。 

子育て短期支援事業（ショートステイ）を利用している児童で必要に応じ観察記録の報告がある。

また、児童家庭支援センター職員が実務者会議に参加しスーパーバイズが可能となっている。 
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②③④子ども家庭支援と家庭児童相談室の一部機能（家庭児童相談とＤＶ被害者相談支援を含む

家庭・婦人相談）を有した子どもに関するあらゆる相談を受ける総合相談の専門の部署である。 

ＤＶ被害者が子どもの母親の場合は家庭・婦人相談員と共に支援を行っている。 

②妊娠期から子育て期・学齢期から１８歳未満の児童へと切れ目のない相談・支援を行い虐待に

至らないよう支援している。中でも、子育て世代包括支援センターが３カ所あり、子ども家庭

総合支援拠点と一体的に妊産婦と乳幼児を支援しており、通告相談は医療機関からの相談が全

体の約３２％を占めている。その中でも産科医療機関が９割を占め、何か心配なことがあれば

直ぐ医療機関から連絡が入るようなシステムを構築しており、安心して妊娠期を過ごし出産子

育てが行えるよう支援している。 

④産後ケア、子育て短期支援事業、養育支援訪問事業など保護者の子育て負担を軽減し予防的に

支援が行えている。 

③⑤個別支援会議を平成２７年度２０７回、２８年度１７２回、２９年度１５３回実施しタイム

リーな関係機関との情報共有、アセスメント、支援検討を行い日頃から顔の見える関係作りが

可能となっている。 

 

（2）職員配置等（家庭支援員、心理担当、虐待対応専門員） 

平成１７年度、こども家庭支援室設置当初 事務職２名、保健師１名、非常勤保育士３名 

非常勤臨床心理士１名配置→平成１９年度から週２日の雇い上げ 

  平成２４年度、妊娠期から妊産婦支援を行うため、精神保健も対応できる助産経験のある非常勤保

健師１名を配置 

  平成２６年度、子育て支援のため保育士１名配置 

平成２８年度、社会福祉士１名配置 

平成２９年度、虐待対応強化支援員として児童相談所の所長経験がある非常勤心理職１名配置 

平成３０年度、臨床心理士（任期付職員）１名配置 

＊相談件数・対応件数の増加と時間外勤務の増加のため職員課に要望。国の交付金・補助金を活用 

所長 （保健師）  

  一般行政職３名｛正職員２名と非常勤嘱託職員１名｝ 

  保健師２名｛正職員１名と非常勤嘱託職員１名｝ 

  保育士３名｛正職員１名と非常勤嘱託職員２名｝ 

  社会福祉士１名      

  心理職３名｛正職員１名と非常勤嘱託職員１名 週２日の雇い上げ１名｝ 

  

 
（3）保健部門との一体性・連携 

ア 子育て世代包括支援センターの設置について（有無・年度） 

 〔３箇所設置〕 

平成２７年４月 こども発達・家庭支援センター家庭支援係が機能を有し業務を行う。 

平成２９年４月 中央保健センター内に 子育て世代包括支援センターこそだてらすを設置 

平成２９年４月 東健康福祉センター地域保健係が機能を有し業務を行う。 

イ 一体性・連携についての工夫・具体例 

○子育て世代包括支援センターとの一体的支援 

《包括支援連絡会》の開催（毎週月曜日 午前９時３０分～概ね１１時４５分頃） 

目的：①母子健康手帳交付時の面談・アンケート結果等をもとにフォロー妊婦のピックアップ

と支援方針の検討を行う。 

②転入妊婦や転入乳幼児の面談・妊婦アンケート結果等をもとにフォローが必要な妊婦

とリスクの高い児童の把握を行い支援の検討を行う。 

メンバー：包括支援センター助産師１名 拠点の保健師２名の計３名 

 内容：概ね妊婦３０人から５０人を確認しフォロー妊婦の支援方針の検討を行う。 

 

（4）児童相談所との連携 

要対協の実務者会議を（５月～翌年３月までの）隔月基本第４水曜日 年６回実施しており、児童

相談所が関わっている養護と非行の全ケースと市の要体協全ケースを共有し支援方針を確認してい

る。また、２か月分の新規受理ケースを毎回情報共有し確認することでタイムリーに両機関が把握で

きている。 

市が関わっていたケースが一時保護等となった場合、児童相談所の処遇判定会議に参加することが

ある。 

 

（5）要保護児童対策地域協議会等との関係 

ア 「支援拠点は要対協調整機関を担う」との定めとの関係 

鳥取市のこども家庭相談センター（子ども家庭総合支援拠点）は要保護児童対策地域協議会調整機

関を担っている。 

また、家庭児童相談室の一部（家庭・婦人相談を配置２名）を担っている。 

 

イ 要対協その他関係機関との連携等の具体的工夫 

・関係機関職員の研修会を年３回実施している。 

・年度の初めの公私立園長会と市立小中学校校長会で要体協について説明している。 

・１１月虐待防止月間オレンジリボンキャンペーンでは多くの市民が集まる場で要対協関係機関

職員が市民啓発を行っている。 

・鳥取県の社会的養護は先進的と感じている。また、子ども家庭支援センターの職員は児童相談

所所長歴を有している方もおり、実務者会議・個別支援会議等でのスーパーバイズが可能とな

っている。 
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（4）児童相談所との連携 
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（5）要保護児童対策地域協議会等との関係 

ア 「支援拠点は要対協調整機関を担う」との定めとの関係 
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（6）相談室、親子交流スペース、事務室等 

 
 

 

 
 
 
４ 研究チームからのコメント 

鳥取市の取組みは、人口規模 20 万弱（児童数 3万人程度）の大きな都市において、保健部門の視点

を重視しつつ、支援拠点の運営が行われているといえる。 

この点、「子ども家庭総合支援拠点の設置について、先行市町村の取組を学ぶ」と題し、鳥取市こど

も家庭相談センター所長 山中八寿子氏から、『子どもの虐待防止対策の推進に向けた取組について』

（第 137 回市町村職員を対象とするセミナー：平成 31 年 1 月 29 日）において報告をしてもらった

が、鳥取市の取組は全国の自治体の支援拠点整備のモデルとなるものである。 

支援拠点は機能設置であることから、その支援拠点のレベルを客観的に図ることは難しいし、支援

拠点の整備手法は自治体によって様々である。 

その意味で、鳥取市の整備の特徴をあげるとするならば、保健中核型・保健包含型とでも名付けら

れると考える。すなわち、包括支援センターの整備を中核として、その核を包括支援センターと支援

拠点では共有している。相互にチームを組んで一体的に支援していくのである（助産師も入ってい

る。）。その上で、年齢的な側面（高年齢児）と虐待リスクの程度（高程度）の部分については支援拠

点に引き継いでいきその部分では教育と連携を強める形となる（参考添付資料参照）。しかし、あくま

で妊娠期からの丁寧な関わり（予防）を中核とした体制と運営が一貫してなされるのが特徴である。

現在の形を築いてくるまでに平成 17 年度からの歴史があり、現状健康子ども部の中に包括支援セン

ターと支援拠点とその他の子どもに関わる医療、福祉部部署が総合的に連携した組織を形作っている。

母子保健部門を中心に支援拠点を整備しようと考えている自治体にとってはどのように体制構築を

していけばよいのか参考になろう。 

研究代表 鈴木秀洋 

  

こども家庭相談センター 
相談室兼会議室 
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鳥取県米子市ヒアリング調査報告 

ヒアリング実施日：平成 31 年 2 月 20 日 

 

鳥取県米子市 

１ 自治体の概要 

①県内地図（県内の市等の位置） 

 
 

 

 
 
 
 
 

②面積：132.42 平方キロメートル 

③人口：148,524 人（平成 30 年 12 月 31 日現在） 

④児童数：24,474 人（平成 30 年 12 月 31 日現在 18 歳未満） 

⑤類型（小規模等）：小規模 C型 

 
２ 自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け） 

 

市長－副市長－福祉保健部－こども未来局－こども相談課 －利用者支援担当 

(福祉事務所)        （拠点機能）－母子保健担当 

 －家庭児童相談室（拠点機能の中心） 

 －発達支援担当 

 －地域子育て支援センター 

 

※別添米子市行政機構図及び子育て世代包括支援体制図参照 

 
 

  

３ 支援拠点としての説明（特徴・機能） 

（1）特徴 

ア 児童虐待に係る相談件数等の推移（3年分） 

Ｈ27 年度 30 件 

Ｈ28 年度 27 件 

Ｈ29 年度 56 件 

 

イ 児童虐待対応として工夫している事項 

拠点としての 4業務（①実情の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機関と

の連携）遂行上の特徴 

 

家庭児童相談室を拠点機能の中心として、要保護児童地域対策協議会の調整機関、利用者支援事業

（基本型及び母子保健型）、地域子育て支援拠点（子育て支援センター）等の機能を有する包括的な相

談支援体制をとっている。また、同一部局内の連携だけでなく、拠点の職員は教育部門（学校教育課）

を兼務する体制をとることにより教育分野とも連携を図っている。 

 

（2）職員配置等（家庭支援員、心理担当、虐待対応専門員） 

＜家庭児童相談室＞ 8 名 

正職  室長 1名、一般事務(社会福祉主事補職発令)2 名、社会福祉主事１名 

非常勤 家庭相談員３名 婦人相談員 1名 

※室長を含む正職員は、一般事務職の中で社会福祉主事の資格を有する職員を配置するよう人事

部門に働きかけている。（社会福祉主事は、近年福祉部門の専門職として採用し始めたが、配置

は必ずしも家庭児童相談室ではなく、福祉部門のいずれかに配置される。） 

※他係職員に、利用者支援員、保健師、臨床心理士、教員等の専門職もおり、必要に応じて連携

している。 

 

（3）保健部門との一体性・連携 

ア 子育て世代包括支援センターの設置について（有無・年度） 

有（機能として）  平成 30 年度 

 

イ 一体性・連携についての工夫・具体例 

子育て世代包括支援センター機能は、同一の施設の同一フロアに配置されている健康管理部門（健

康対策課）の母子保健業務を共管とすることで一体的に担う。 

 

（4）児童相談所との連携 

実務者会議・個別ケース会議等により、定期的及び必要に応じて情報共有・連絡調整を行い、連

携を図っているが、役割分担や責任の所在が必ずしも明確になっておらず、その都度確認しながら

対応している。 
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（5）要保護児童対策地域協議会等との関係 

ア 「支援拠点は要対協調整機関を担う」との定めとの関係 

要対協調整機関を担っていた家庭児童相談室が、米子市が整備した子育て世代包括支援体制の中で、

支援拠点機能の中核となっている。 

 

イ 要対協その他関係機関との連携等の具体的工夫 

家庭児童相談室が要対協調整機関であり、以前より連携の中心的役割を担っている。 

 

（6）相談室、親子交流スペース、事務室等 

＜相談室＞※保健部門の相談室と共用 

 

 

 

 

 

 

＜親子交流スペース＞※保健部門のスペースだが、活用可能。また、階下のフロアーに地域子

育て支援センターも有している。 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務室＞ 

 

 
 
 

  

４ 研究チームからのコメント 

28年改正以前から支援拠点の業務としてあげられる 4つの業務は、「こども相談課」（平成 30 年度

以前は、「家庭児童相談室」・「家庭児童相談室所管課」）で従前から担ってきており、国基準の支援拠

点整備を新たに目指したものではないとのことである。その言葉のとおり、従前の子どもにかかる相

談とケースワークをこれまでどおり着実に行っている様子が伺われた。 
母子保健部門との同一化・連携に関しては、まず、同一フロアーで物理的に一体的に仕事をしてい

るとの一体性があげられる。それに加えて、「共管」という米子市のユニークな制度設計により、健康

管理部門の母子保健業務が子ども福祉部門の所掌とも位置付けられることにより、一体的に担う制度

を構築している。 
さらに、教育部門との連携も課題となるが、この点でも、米子市では支援拠点の職員は教育部門を

兼務する体制をとっており、子どもに関わる部局の所属を、連携というような曖昧な形ではなく、自

らの所掌に職制上も明確に位置付けさせる形をとっている。この形は他の自治体で見たことはないが、

非常にうまく機能しているとのことである。一体化・連携の制度構築として参考となろう。 
こうして、自治体内の組織間においては、支援拠点として位置付けている家庭児童相談室を中核に

濃密な連携が実現できているが、児童相談所との関係では、役割分担や責任の所在の点で曖昧な部分

が存在し、個別に解決せざるを得ない課題もあるようである。 
研究代表 鈴木秀洋 
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（5）要保護児童対策地域協議会等との関係 
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＜親子交流スペース＞※保健部門のスペースだが、活用可能。また、階下のフロアーに地域子

育て支援センターも有している。 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務室＞ 

 

 
 
 

  

４ 研究チームからのコメント 
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島根県 
１.児童相談所の管轄区域 

 

 

２.子ども家庭総合支援拠点の設置状況 

設置済み（2019 年 3 月現在） 松江市、益田市、邑南町 

今後の設置予定 出雲市、大田市、飯南町、津和野町 

設置を検討中 浜田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、川本町、

美郷町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の

島町 
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島根県松江市ヒアリング調査報告 

ヒアリング実施日：平成 31 年 2 月 20 日 

 

１ 自治体の概要 

①県内地図（県内の市等の位置） 

 

 

②面積：572.99km2 

③人口：202,906 人（H30.12 末現在） 

④児童数：33,027 人（H30.12 末現在） 

⑤類型（小規模等）：中規模型 

 
２ 自治体の組織図（拠点機能を組織図に位置付け） 

  組織図は、次ページ参照 

  系統図については、参考資料のとおり 
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３ 支援拠点としての説明（特徴・機能） 

（1）特徴 

ア 児童虐待に係る相談件数等の推移（3年分） 

平成２９年度：５５件 

平成２８年度：７９件 

平成２７年度：６１件 

＊その他は、参考資料のとおり 

 

イ 児童虐待対応として工夫している事項 

拠点としての 4業務（①実情の把握②相談対応③総合調整④調査、支援及び指導等⑤他関係機関と

の連携）遂行上の特徴 

・家庭相談課において、「子ども家庭総合支援拠点」「要保護児童対策協議会」を兼ね備える部署

として、児童虐待対応、要保護児童対応、相談対応を行っている。 

・これまでは調整機関としてのウエイトが大きかったが、今年度は、平成 28 年児童福祉法改正

により、在宅支援は市町村が中心に担うこととなったこともあり、相談や面接、保護者指導な

ど、直接的な関わりが多くなっている。 

・要保護児童対策協議会を活用し、必要な調査を実施し、関係機関との情報共有と役割分担によ

り、児童と保護者への虐待対応と支援を行っている。 

・関係機関との連携については、要保護児童対策協議会での代表者会議、実務者会議、個別事例

検討会議、庁内連絡会議等の各種会議や、日々の業務のなかで連携を図っている。 

 

（2）職員配置等（家庭支援員、心理担当、虐待対応専門員） 

・基準に見合う人員の確保を行うために、公募により相談員２名の確保を行った。 

・心理担当については、現在は精神保健福祉士を担当としている。 

・人事異動において、資格職でケース対応が可能な職員を要望している。 

 

（3）保健部門との一体性・連携 

ア 子育て世代包括支援センターの設置について（有無・年度） 

・平成２７年度に、母子保健型として設置。 

・「子ども家庭総合支援拠点」とは一体となっていないが、常時連携を図っている。 

 

イ 一体性・連携についての工夫・具体例 

・検診未受診者の調査協力。 

・虐待や不適切な養育を発見した場合は、家庭相談課が連絡を受け付け、調査により児童の安全

を確保するとともに「要保護児童」として登録し、関係機関と連携して一体的に支援を行う。 

・母子保健部署から、出産後の養育について、出産前から保健福祉医療で連携して支援が特に必

要と認められる妊婦について連絡を受けた場合は、「特定妊婦」として登録し、連携して支援を

行っている。 

・年度初めには、家庭相談課地区担当と地区担当保健師と要保護児童の確認を行っている。 

・要保護児童対策協議会を活用した連携（庁内連絡会議、実務者会議、個別事例検討会議、要保

護児童対策連絡会）を行っている。 

・保健師連絡会に出向いて、家庭相談課の業務と関係機関との連携など、協議・確認を行った年

度もある。 

・子育て支援センター・健康推進課の地区担当保健師とは常時情報共有を行うとともに、同伴訪

問による個別ケース対応も行っている。 

 

（4）児童相談所との連携 

・児童相談所とは、中度以上の虐待事案や、一時保護が必要な場合に協力要請を行っている。ま

た、虐待認定ケースについては、児童相談所と松江市で申し合わせ事項（虐待進行管理につい

て（Ｈ３０～））を行い、重症度により管理区分を定めて役割分担を行って対応している。 

・平成２８年度の児童福祉法改正により、児童相談所からの事案送致や指導委託が行われること

となったこと、在宅支援は市町村が中心となって担うことが明記された。 

しかしながら、松江市及び学校等の関係機関へ十分な理解を得ることなく松江市への事案送

致が行われる事案があり、児童相談所の対応に疑問の声がある。また、事案送致直後に一時保

護が考えられる事態になった場合も、児童相談所から第一に松江市の対応を求められ、児童及

び保護者・関係者の面接や聞き取りなど各種調査を、早急かつ時間と人手をかけて行っている

状況もあり、要保護家庭支援の継続性について疑問を感じる事案もある。要保護家庭支援に関

わる関係機関は、児童虐待の再発防止や児童の心理面のケアなど、専門機関である児童相談所

に期待するところが大きいが、松江市への事案送致となった場合は児童相談所の関わりや指導

がない事案が大半である。 

また、松江市に児童虐待通告があり、一時保護が必要と思われる事案でも、明らかに危険な

場合を除いては上記同様に松江市での第一の対応を行うように児童相談所から指導されてい

る。児童及び関係者との面接や指導などの直接的な介入については、児童相談所の体制と権限

があるから出来ることや言えることがあること、また松江市の限られた人員や体制の中では限

界があるのが実情です。法改正にあたっては、地域の実情に応じた適切な役割分担により、児

童の安全と家庭全体の支援を行うこととされている。児童相談所から松江市への「事案送致」

「指導措置委託」については、今後は益々増えてくることが予想され、今後の松江市での対応

について大変懸念をしている。 

課題については、①児童相談所から松江市への「事案送致」「指導措置委託」については、学

校等の関係機関からの意見と理解を踏まえ、今後の方針や役割分担を児童相談所と松江市双方

で事前協議を行うことの徹底、②「事案送致」や「指導措置委託」後に問題が生じた場合や、

通告時に一時保護が想定をされる事案は、保護者面接や調査段階など、早い段階からの児童相

談所の介入を行ってもらいたい。 

・連携の工夫については、年度初めの打ち合わせ、要保護児童対策協議会の各種会議（代表者会

議・実務者会議・個別事例検討会議等）の活用、実務者会議後の児童相談所と市での振り返り、

平素のケース対応や協議、年度末での申し合わせ事項の確認などを実施している。 
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談所の介入を行ってもらいたい。 

・連携の工夫については、年度初めの打ち合わせ、要保護児童対策協議会の各種会議（代表者会

議・実務者会議・個別事例検討会議等）の活用、実務者会議後の児童相談所と市での振り返り、

平素のケース対応や協議、年度末での申し合わせ事項の確認などを実施している。 
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（5）要保護児童対策地域協議会等との関係 

ア 「支援拠点は要対協調整機関を担う」との定めとの関係 

・従来の要保護児童対策協議会の設置部署である家庭相談室の体制強化を図り、家庭相談課を支

援拠点として位置づけを行った。 

 

イ 要対協その他関係機関との連携等の具体的工夫 

・要保護児童対策協議会各種会議の活用（代表者会議・実務者会議・個別事例検討会議）。 

・保育所説明会・小中学校校長会等での説明。 

・アセスメントセミナーの実施。（参加者：保育所・幼稚園・小学校・中学校・高校・保健師） 

・児童虐待防止月間の取り組み。（啓発ポスター・リーフレット配布、街頭活動、関係窓口へのオ

レンジリボン配布・着用、庁舎正面玄関にてパネル展示） 

・出前講座の実施。（幼稚園・公民館・民生委員新任研修等） 

・啓発チラシ配布（幼稚園・保育所・小学校・中学校・高校） 

・幼稚園・保育所の児童虐待対応マニュアル雛形の作成・配布 

 

（6）相談室、親子交流スペース、事務室等 
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＜相談室１＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜相談室２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 研究チームからのコメント 

組織としては、子育て部ではなく、福祉部の中の家庭相談課が支援拠点としての機能を果たすとの

位置付けを行っている。また包括支援センターを設置済みであるが、そちらは健康部に属している。

そのため、こうした組織間における連携を具体的にどのように行っていくのかが課題となる。実際は、

包括との関係では、地区担当保健師と同伴訪問等を行う等している。また、子ども関係部署との間で

は、出前講座を行うことや、保育所、小学校、中学校の校長会に出席してどうやって支援拠点につな

げてもらえるのかについての説明を行うなど関係づくりに力を入れている。さらに、児童相談所との

関係では、管理区分を文書化して役割分担を図ろうとしているが、まだ相互に十分な詰めの作業を行

っていく必要があろう（新たな指導委託制度の運用等で今後詳細な協議が必要となる。）。支援拠点は

ミニ児相ではなく、相互の強みと弱みを補い連携し合うにはどのような形での運用が望ましいのか、

児相側の意識改革も求めていくことになろう。現在の拠点の力としては充実しているが、今後どう組

織として維持・引き継いでいくかも課題となろう。 

研究代表 鈴木秀洋 
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